
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）知的理解を図る上で大切にしたいポイント 

 

 

 

 

 

本題材は、自分の生き方や生活を見つめ、夢や希望をもった社会人・職業人と

して自立していくために、将来直面する可能性のある様々な課題に柔軟にかつた

くましく対応していく力を育むことをねらいとしている。 

 本学習では、学校教育における系統的・計画的な人権学習の総まとめとして、

適正な採用選考に係る学習を通して、差別につながる選考に遭遇した際に適切に

対処する力を育み、将来にわたって自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとす

る意識・意欲・態度を育成したい。 

 学習の際は、実例を挙げたり、互いの意見を交流したりすることで、差別につ

ながるおそれのある質問や考え方について理解を深めさせるとともに、人権が尊

重される社会づくりのため、自ら関わっていくことの大切さを理解させたい。 

 

 

 

 

１ 本題材で人権教育を進めるにあたって 

 

採用選考に関して改善に取り組まれてきた経緯や現状について理解を深め、

様々な課題に直面したとき、正しい知識や根拠を基にして、自ら解決するために、

進んで行動しようとすることができる。 

２ 題材の目標 

 

４ 指導のポイント 

 

◈他の生徒と意見を交流させることで、自他の意見の共通点や相違点に気付かせ、

どのようなことが人権侵害へつながっていくかの理解を深めさせる。 

◈不適切な質問の差別性に気付かせ、自分の行動があらゆる人権問題の解決につ

ながることを意識させる。 

◈学校や労働行政、教育行政など様々な機関が連携しながら、適正な採用選考の

実施に向けた取組を行っていることを理解させる。 

適正な採用選考に向けた取組とその意義について理解し、自他の人権を擁護

し、人権侵害を予防したり解決したりするために、必要な実践的知識として身に

付ける。（知識的側面） 

 

３ 人権教育を通じて育てたい資質・能力 

 

高等学校第３学年 特別活動（ホームルーム活動） 

題材名「よりよい社会の形成者となるために」～適正な採用選考から考える～ 



（２）人権が尊重される授業づくりの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指導計画（２時間取り扱い） 

学習活動 人権尊重の視点を踏まえた指導上の留意点等 

１ 統一応募用紙制定及び改訂の取

組を理解する。 

①「社用紙」（資料１）を書いてみる。 

②「社用紙」で書きにくい部分や不

必要だと思われる部分について話

し合う。 

③現在の統一応募用紙（資料２）と

比較してみる。 

④企業が②のような欄を作ったのは

なぜかを話し合う。 

⑤採用選考において、本人の適性と

能力以外の事柄を基に選考（就職

差別）が行われたことから、統一

応募用紙が制定されたことを知

る。 

⑥その後の、統一応募用紙の改訂に

ついて学ぶ。 

◈以前使用された「社用紙」の一例と統一

応募用紙との違いに気付かせ、就職選考

における「差別」の実態を捉えさせる。 

◈実際に記入することで、自分のこととし

て考えられるようにする。 

◈記入しづらい内容があることを考慮し、

無理に全てを記入させないよう配慮す

る。 

◈自他の考え方を理解し合えるようにす

る。 

◈社用紙が、どのように差別につながって

いったのかを捉えさせる。 

◈過去の具体的な事例を通して、就職の機

会均等などの基本的人権が保障されて

いない状況があることを捉えさせる。 

 

２ 適正な採用選考を考察すること

を通して自分の生き方について考

える。（本時） 

 

 

◈具体的な質問項目を通して、不適切な質

問の差別性に気付かせる。 

◈様々な進路希望の生徒がいることや、ま

だ希望が決まっていない生徒がいるこ

とに配慮する。 

◈生徒が自信をもって発言できるよう、発

表させる前にグループで話し合いをさ

せる。 

５ 学習の流れ 

①自己存在感 
協力して活動できる場を設定し、自他の考え方の違いに気付かせ、多様な価値
観や考え方の存在に気付かせる。 

②共感的人間関係 
他者の発表を傾聴し、多様な考え方を共有することで、自らの学びを深めてい
く。また、他者の発表に対して質問や感想を述べることで、共に学び合う仲間
だと実感できる雰囲気づくりを行う。 

③自己選択・決定 
自他の学習課題や解決方法を振り返り、互いの気付きや学びを交流する時間を
設定することで、他者の考えに学び、自分の考えを深めさせる。 



（２）人権尊重の意識と実践力を養う学習活動例（２／２時間目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な学習活動 ◈指導上の工夫・留意点 評価◇◆ 備考 

１ 前時の復習を行う。 
 
 
 
 

◈統一応募用紙の制定・改訂が就職選
考における差別をなくす取組の成
果であることを振り返る。 

 

２ 面接試験における質問につ
いて考える。 
面接試験において、自分自

身の聞いてほしいこと（アピ
ールしたいポイント）につい
て考え、ワークシートに記入
する。 

◈進学希望者に対しても、今回の学習
内容は無関係でないことを意識さ
せる。進学先から就職する際にも、
同様の問題が起こり徔ることを伝
える。 

ワ ー ク

シート 

 

 

３ 適正な採用選考のためにと
るべき言動について考えを交
流する。 

（１）提示された２つの不適切な
質問について、不適切な理由
と質問に対する回答（対処）
方法を考え、ワークシートに
記入する。 

（２）記述した内容を基に考えた
ことを各グループで話し合
い、発表する。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
◈提示例 
・受験者本人に責任のない事項 
（「親の職業は何ですか？」） 
・本来自由であるべき事項 
（「尊敬する人物とその理由につ
いて話してください。」） 

◈自分が聞いてほしいこととの違い
など、感じる違和感等を大切にす
る。   

◈前時の統一応募用紙制定及び改訂
の取組も振り返りながら理解を深
めるようにする。 

◈自分の人権だけではなく、他者の人
権も守るといった視点で考えさせ
る。 

◆採用選考における差別につながる
おそれのある事項について、不適切
である根拠を正しく理解している。 

 

 

ワ ー ク

シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 

◇適正な採用選考の在り方について考えを深め、将来にわたって、差別に気付き、

正しい知識や根拠を基にして判断し、自ら行動しようとすることができる。 
 
 

◆採用選考における差別につながるおそれのある事項について、不適切である根
拠を正しく理解する。 

 

 

人権教育で育てたい資質・能力 

よりよい社会の一員としての在り方・生き方を考えよう。 



 

 

（３）不適切な質問に気付いたと
きの回答（対処）方法及び支
援体制を確認する。 
・「学校の指導によりお答え
できません」などと答える
こと。 

・学校・行政等が連携して適
正な採用選考の実施に取
り組んでいること。 

・「学校の…」と回答したり、
答えたりしなくても、個人
の不利にならないように
配慮されていること。 

（４）受験後の行動について知
る。 
・実際に不適切な質問があっ
た場合は、自分の人権を守
るため、速やかに学校に申
し出ること。 

・学校が組織を挙げて差別を
許さない行動をとること。 

・受験報告書は、学校が組織
として点検するために重
要なものであること。 

（５）差別につながるおそれのあ
る事項について確認する。 

◈「私の適性・能力に関係のない事項
（本来自由であるべき事項）である
のでお答えできません。」等の答え
についても評価する。 

◈不適切な質問に対してきちんと指
摘することが、すべての受験者の人
権を守る行動であることに気付か
せる。 

◈実際に行動できるかどうかを自己
分析させ、自分が行動するという意
識を持たせる。 

 
 
◈仮に面接の場で行動をとれなくて
も、その後すぐに報告することが大
切であることを理解させる。 

◈就職試験だけでなく、進学試験でも
同様の取組があることを伝える。 

 
 
 
 
 
 
◈資料３を配付し、これまで人権学習
で学んできた内容と結びつくよう
にさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 報

告書 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

４ 振り返りを行う。 
これまでの自分の経験か

ら、考えたことや行動したこ
とを振り返り、意見を交流す
る。 

  ・不公平や不平等またはおか
しいと感じたことに対し
て、どういった行動をとっ
てきたか。 

◈高校及び学校生活に限らず、幼少の
頃から家庭や地域を含めた、今まで
の人生全般で考えさせる。 

◈互いを尊重しあう態度を大事にさ
せる。 

◈友人や先輩、後輩の行動など、これ
まで学んだり、感じたりしてきたこ
とを総合し、自分の行動と対比させ
る。 

ワ ー ク

シート 

 

５ 本時のまとめをする。 
適正な採用選考への取組を

通して学んだことが、これか
らの社会や自分自身の将来に
どのような意味を持つか考
え、意見交流・発表する。 

 

◈採用選考時に限らず、差別や不当解
雇等の不合理な場面に出会ったと
きの生き方・考え方につなげる。 

◇将来にわたって、差別等の人権課題
に気付き、正しい知識や根拠を基に
して判断し、自ら行動しようとして
いる。 

ワ ー ク

シート 



 

 

 

 

資料１ 社用紙の一例 

資料２ 全国高等学校統一応募書類 

（文部科学省ＨＰ「新規高等学校卒業者及び新規中学校卒業者の採用選

考に係る応募書類の様式の一部改定について」の別紙１から） 

資料３「従業員採用選考の手引」 

（平成２６年度熊本労働局職業安定部発行）から抜粋 

参考資料１ くすのき 高等学校用 

       （平成９年３月 熊本県教育委員会） 

参考資料２ くすのき 指導の手引き（高等学校用） 

       （平成９年３月 熊本県教育委員会） 

参考資料３ くすのき 実践事例集 

       （平成１１年３月 熊本県教育委員会） 

参考資料４ 人権・同和教育のための教材開発実践資料集  

（平成１３年度人権・同和教育推進資料 熊本県教育委員会） 

６ 資料 



 

 

３年  組  号 氏名                  

ワークシート例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記述した内容や考えたことを出し合いながらグループで話し合おう。（メモ欄） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 適正な採用選考について考えよう。 

２ 不適切な質問を受けたときにどう回答（対処）すべきか考えよう。 

 

 

面接試験において、自分が聞いてほしい（アピールしたい）ことは？（簡潔に）                       

不適切な質問① 

（例）「親の職業は何ですか？」 

 

 

自分や他者を守るために、どう回答（対処）すべきだろうか？ 

 

 

 

 

 

 

回答（対処）方法 

 

 

不適切な理由 

 

 

 

不適切な理由 

 

 

 

不適切な質問② 

（例）「尊敬する人物とその理由について話して下

さい」 

 

 

回答（対処）方法 

 

 

 

 

 

 



 

 

３年  組  号 氏名                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから、みなさんが社会を形成していくなかで、一日でも早く、差別や差別につながるおそれのある 

不適切な質問等がなくなり、様々な人権課題が解決され、一人一人の人権が尊重される人権共存社会にな 

るよう願うとともに、そういった社会を一緒に実現していきましょう。 

よりよい社会の形成者となるために、大切だと感じたことを書こう。 

（授業前後で考え方が変わったと感じた点や、採用選考に限らず、差別や誤ったものの見方・考え方

に出会ったときの自分自身の接し方など）                       

４ よりよい社会の一員としての在り方・生き方を考えよう。 

 

 

３ これまでの経験を振り返ろう。 

 

 （１）これまでの生活の中で、不公平や不平等、おかしいと感じたことを書き出してみましょう。 

（幼少時から現在まで、学校・家庭・地域を含め自分の生活を振り返って） 

 

 

 

 

 

 

（２）そのとき、あなたや周囲の人はどういう行動をとりましたか？ 

 

 

 

 

 

 
（３）上の（１）、（２）を通して、感じたことを書いてみましょう。 

   （なぜ、自分はそのような行動ができたのか（できなかったのか） 

    そのような行動ができた（できなかった）ことをどう思うか） 

 

 

 

 

 

 



資料１ 社用紙（※過去に使用されていた社用紙を元に新たに作成） 

入社志望書 

かな  写真 

 

 

 

氏名 
 

 

性別 男・女  

生年 

月日 

年    月   日 

（     歳） 

本籍地  

現住所 
〒    － 

 

紹介者  続柄  

最終 

学歴 

学校          科 

（全日・定時・通信）      年度（卒業・卒業見込み） 

 

免

許

経

歴 

免許の種類 番号 取得年月 

   

   

事故経歴  

 

 

家

族 

 

 

 

 

 

続柄 氏名 生年月日 最終学歴 職業・勤務先 

     

     

     

     

     

     

     

住居 自宅・借家・その他（     ） 住居付近の略図 

 

 

土地   

宗教  

特技  

趣味  

長所  

短所  

健康 

状態 

 

 

既往症名とその時期 

 

身長 体重 

視力 （左）       （右） 

この志望書の記載事項に相違ございません。 

      年   月   日  氏名 

 





kumamoto
タイプライターテキスト
資料３



参考資料１「くすのき」高等学校用 

 

はっきりと断って下さい 

  

体育館にはピーンとした空気が張りつめていた。就職担当の先生が、厳しい求人状況や受験手続

きについて話されている。 

「保護者の職業や社会的地位、生活環境など本人の就職には関係ないことです。…不適切質問に答

えなかったからといって不利になるようなことがあってはならないのです。だから…。」という説 

明を聞きながら、ぼくはホームルームの時間に学んだ先輩のつらい体験を思い出していた。 

 一次の学科試験合格者に対しての面接が始まりました。志望の動機や高校生活で頑張ったことな

ど私自身に関する質問に的確に答えながら、自分でもしっかり落ち着いているなと手ごたえを感じ

始めていました。そろそろ終わりに近づいたころ、一人の面接官が履歴書の家族構成欄を見ながら、

「お父さんはどうしていらっしゃらないんですか、差し支えなければ答えて下さい。」 

と尋ねられました。一瞬、鳥肌が立ちました。別に恥ずかしいことでもないと思い直して、 

「私が中学に上がるときに離婚しました。」 

と答え終わると間をおかず、 

「どうして離婚されたか知っていますか、差し支えなければ答えて下さい。」 

と容赦ない質問が続きました。冷たい静けさの中で、何て答えようかと言葉を探しました。落ち着

け、落ち着くんだと自分を励ましながら、やっとの思いで、 

「詳しいことは分かりません。」 

と、か細い声で答えたとき、思わず涙ぐんでしまいました。 

 子どもだった私に、複雑な大人の事情など分かるはずもありません。父がいなくなって寂しくな

いといえば嘘になるけど、母と二人で助け合いながら結構楽しく過ごしてきました。慣れない仕事

をしながら必死になって私を育ててくれた母を尊敬こそすれ、哀れみなど持ったことはありません。

それどころか、朝早くから日の暮れるまで愚痴もこぼさず、真っ黒になって働いている母の小さな

後ろ姿が目に浮かび、何ともいえない怒りが込み上げてきました。 



 口癖のように「行きたければ、借金してでも大学にやってやる。」という母を、早く楽にしてやり

たいとこの仕事を一生続ける覚悟で受験した私の思いをどうしたら面接官に伝えられるのだろう。

ギュッと握りしめたこぶしが汗ばんできます。そんな気持ちも知らない面接官は、 

「お父さんはどこに勤められていましたか。」 

「現在、お父さんからの連絡はありますか。」 

と淡々とした声で続けられました。冷静さを装いながらも、私は一刻も早くこの場を立ち去りたい

気持ちで一杯でした。 

「不適切な質問があった場合は、『学校の指導により、その質問にはお答えできません。』ときちん

と答えなさい。」という担任の先生の言葉を思い出しながら、制服にブラシをかけた。玄関にきれ 

いに磨かれた黒靴が揃えてある。母の心遣いに感謝しつつ試験場へと向かう。 

 控室の他校生が落ち着いて見える。日程説明や試験場の注意の後、九時ちょうどに学科試験が始

まった。苦手の数学もいつになく解くことができ、国語、社会もまずまずの出来だった。いよいよ

午後の面接である。迷いはなかった。違反質問には毅然と断ろうと考えながら控室に移動した。 

 担当の方が面接について説明を始められた。 

そして最後に、 

「面接担当者には、受験生の能力や適性に関する質問以外の不適切な質問をしないように指導して

あります。しかし、もし誤って質問された場合には、はっきりと断って下さい。」 

と言われた。ぼくは、この言葉を聞いて何だか気持ちが温かくなった。多くの先輩たちの悔しさや

悲しさ、そして熱い思いが少しずつ企業の方々に伝わっているのを実感したからである。面接では

かなり緊張していたが、自分の思っていることを堂々と言うことができた。 

「どうもありがとうございました。」 

不思議に大きな声で面接室を後にした。 

 

 

※「くすのき」掲載の《参考資料》は、平成９年当時の統一応募書類のため省略 

  



参考資料２  くすのき  指導の手引き（高等学校用）  

 

 

 

１  教材設定の理由  

  「進路保障は同和教育の総和である。」と言われ続けて久しい。「われわれは

仕事がつらくて泣くのではない。仕事がないから泣くのだ。」と言う被差別部

落の古老の言葉がある。同和問題解決のためには安定した就労は不可欠である。 

  さて、受験者の能力・適性以外の不適切質問や身元調査といった違反選考を

なくすために、全国高等学校統一応募用紙は制定された。２１世紀を目前にし

て、差別を容認しない崇高な生き方を、企業も含めて社会で作り上げなければ

ならない。全国高等学校統一応募用紙の趣旨を今一度徹底させるためにも、本

教材を通して適正な採用選考について考えさせたい。  

 

２  教材の解説  

  採用選考を間近かに控えた「ぼく」は、ホームルームで学習した先輩の体験

を回想する。父母の離婚の理由や父についての執拗な質問に怒り、苦しみ、涙

する先輩の姿に学び、「ぼく」は違反質問には毅然と断ろうという思いで面接

試験に臨む。そのことは就職差別を許さないという決意でもある。  

  いよいよ面接試験が始まろうとする時、「もし、誤って不適切な質問があった

場合には、はっきりと断って下さい。」と言う係官の説明で「ぼく」は気持ち

が温かくなる。ただ単に違反質問がないことでホッとしただけではなく、企業

の真摯な取り組みを感じたからである。人生において大きな岐路となる進路選

択時に、「ここで頑張りたい」という意識を受験生が持つことは企業にとって

も大きなプラスであろう。  

  なお、本教材は実際にあった二つの出来事をもとに加筆したものである。  

  

〈参考資料について〉  

（「くすのき」掲載の《参考資料》は、平成９年当時の統一応募書類のため省略）  

  県内の従業員３０人以上の企業には同和問題研修推進員（※）（公正な採用選

考のシステムの推進を図る）が設置され、年１回の研修会が開かれている。ま

た、企業のトップを対象に同和問題に関する事業主等研修会も開かれている。 

  提示した資料は、求人票受理説明会でハローワークより事業主に配布されて

いる資料である。  

  熊本県では選考の際に不合理な差別を排除することや不利益な扱いを受けな

いようにするために、さらに履歴書の保護者欄、調査書の課程名欄に斜線を引

いている。  

 （※）現在の名称：公正採用選考人権・同和教育問題啓発推進員  

はっきりと断ってください  
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